
９９ 
 

 

 

令
和
四
年
六
月
九
日
提
出 

質

問

第

九

九

号 

       
 
 

給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
の
中
間
所
得
層
へ
の
拡
大
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

城

井

 

崇 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
の
中
間
所
得
層
へ
の
拡
大
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
四
年
五
月
十
日
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
議
長
を
務
め
る
教
育
未
来
創
造
会
議
の
第
三
回
会
合
が
開
催
さ
れ
、
第
一
次
提

言
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
提
言
に
は
、
給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
の
対
象
を
中
間
所
得
層
へ
拡
大
す
る
こ
と
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
の
中
間
所
得
層
へ
の
拡
大
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
の
対
象
を
中
間
所
得
層
へ
拡
大
す
る
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
を
対
象
に
、
ど
の

く
ら
い
の
金
額
の
給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
減
免
と
な
る
の
か
。
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

現
行
の
給
付
型
奨
学
金
、
授
業
料
減
免
は
、
制
度
開
始
以
降
、
利
用
者
が
政
府
の
想
定
を
下
回
っ
て
い
る
。
制
度
の
周
知

が
不
十
分
で
、
受
給
対
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
請
し
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
学
生
が
い
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
行
の
給
付
型
奨
学
金
、
授
業
料
減
免
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
給
付
型
奨
学
金

と
授
業
料
減
免
の
対
象
を
中
間
所
得
層
へ
拡
大
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

進
学
前
に
給
付
型
奨
学
金
の
申
請
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
で
は
各
家
庭
の
事
情
に
立
ち
入
り
個
別
に
給
付
型

奨
学
金
の
利
用
を
勧
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
の
意
見
が
あ
る
。
ま
た
、
支
援
を
必
要
と
す
る
学
生
が
高
等
学
校
で
詳
し
い
説



 

２ 

 

明
を
受
け
て
お
ら
ず
、
制
度
を
知
ら
な
い
学
生
が
い
る
た
め
、
中
学
校
在
学
時
か
ら
早
期
に
周
知
を
行
う
こ
と
で
、
進
学
へ

の
意
欲
が
高
ま
り
、
保
護
者
の
理
解
に
も
つ
な
が
る
と
の
意
見
も
あ
る
。
給
付
型
奨
学
金
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
早
期
に

十
分
な
周
知
を
行
う
な
ど
、
政
府
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


